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VOC：揮発性有機化合物 

ORP：酸化還元電位 

DCM：ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

PCM：四塩化炭素 

1,2-DCA：1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 

1,1-DCE：1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

cis-1,2-DCE：ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

1,1,1-TCA：1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 
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1,3-DCP：1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 

Benzene：ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

COD：化学的酸素要求量 

DO：溶存酸素量 
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1.1全体の浄化進捗状況 

平成 24 年 4 月時点でいずれかの汚染物質が環境基準値を超過していた区画について、平成 24

年8月、9月、10月に実施したモニタリング結果は別添資料に、汚染区画数の変化は表-1及び図

-1に示すとおりであり、汚染区画数は5区画、7区画、6区画と増減している。 

 Benzeneは、10月で6区画が基準値を超過（最大19倍）でした。 

端部の b-8は、9月に数値が増加したが、10月では、基準値付近まで低下してきている。また、

f-2は8月時点ですべての項目で基準値以下となったが、9月以降、再度、超過している。 

1,2-DCAは b-8、D-5、E-4、E-5の4区画で基準値を超過している。 

その他物質ではDCM、cis-1,2-DCE、TCE、PCEの基準値超過を確認している。 

C-4は、Benzeneのみの基準値超過にまで低減しているが、揚水量が比較的多い（10～20㎥ ） 

ことが原因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目の詳細については1.2以降に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基準値超過区画 

調査時 87区画 

H23年 4月時点 17区画（4区画） 

H23年 12月時点 9区画（2区画） 

H24年 4月時点 9区画（2区画） 

H24年 8月時点 5区画（1区画） 

H23年 9月時点 7区画（1区画） 

H24年 10月時点 6区画（2区画） 

a'

b'

a

b

c

d

e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

g

h

a'

b'

a

b

c

d

e

f

g

h

I

15 16 17 18

15 16 17 18

汚染区画　100倍超過

-凡　例-

非汚染区画　基準値以下

ｲ-7⑪
土壌汚染対策ｴﾘｱ区画線

揚水ﾊﾞｯｷ適用区画ﾗｲﾝ

汚染区画　50～100倍以下

汚染区画　5～50倍以下

汚染区画　5倍以下

1 N地区の状況 

浄化開始前の汚染対策範囲  H21年4～6月 

gatu  

jitenn  

 

H23年4月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H23年12月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

 表-1汚染区画数の変化一覧表 

gatu  

jitenn  

 

H24年4月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H24年8月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

図-1汚染区画数の変化図 

gatu  

jitenn  

 

H24年9月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

H24年10月時点での地下水環境基準値超過範囲 

gatu  

jitenn  

 

汚染区画数：87 汚染区画数：17 汚染区画数：9 汚染区画数：9 

（ ）内は基準値5倍以下の区画数 

 

汚染区画数：5 汚染区画数：7 汚染区画数：6 



2012 年 11 月 7 日 

岩手青森県境廃棄物不法投棄現場 第 19 回 汚染土壌対策技術検討委員会 

 

- 2 - 

1.2物質別の浄化進捗状況 

(1) DCM 

H24年10月のDCMモニタリング結果を図-2に、汚染残留7区画におけるDCM濃

度経時変化を図-3に示す。 

DCMはH23年1月に全ての箇所で基準値に適合していたが、平成24年4月のモニ

タリングで c-7、d-6、e-4 の 3 区画が、平成 24 年 10 月のモニタリングで e-4 の 1

区画が基準値を超過した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1,2-DCA 

H24 年 10 月の 1,2-DCA モニタリング結果を図-4 に、汚染残留 7 区画における

1,2-DCA濃度経時変化を図-5に示す。 

1,2-DCA 汚染残留区画における濃度経時変化は e-4 を除き、環境基準値 5 倍以下ま

で低減している。e-4は上下動があるものの比較的低濃度で推移しており浄化傾向にあ

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 1,2-DCA濃度の経時変化(汚染残留7区画) 

基準値超過：1区画 

 

図-3 DCM濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

図-2  DCMの平成24年10月モニタリング結果 図-4  1,2-DCAの平成24年10月モニタリング結果 

 

基準値超過：4区画 
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図-5 1,2-DCA 濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 
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(3) cis-1,2-DCE 

 H24年 10月の cis-1,2-DCEモニタリング結果を図-6に、汚染残留 7区画における

1,2-DCA濃度経時変化を図-7に示す。 

  cis-1,2-DCE 汚染残留区画における濃度経時変化は、e-4、e-5 を除き H24 年 10 月

時点で基準値を下回った。 

e-4、e-5は、TCE及びPCEの基準超過が確認されていることから、これらの分解に

より cis-1,2-DCE濃度が低減しないことが考えられる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) TCE 

H24年10月のTCEモニタリング結果を図-9に、汚染残留7区画におけるTCE濃度

経時変化を図-10に示す。 

TCE 汚染残留区画における濃度経時変化は、cis-1,2-DCE、PCE と同様の傾向を示し

ており、e-4、e-5を除きH24年10月時点で基準値を下回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 cis-1,2-DCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

 

図-6  cis-1,2-DCEの平成24年10月モニタリング結果 

 

図-8  TCEの平成24年10月モニタリング結果 
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基準値超過：2区画 

 

基準超過：2区画 

 

図-9 TCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

4月 8月 9月 10月

B8

C4

D5

D6

E4

E5

F2



2012 年 11 月 7 日 

岩手青森県境廃棄物不法投棄現場 第 19 回 汚染土壌対策技術検討委員会 

 

- 4 - 

 

(5) PCE 

H24年10月のPCEモニタリング結果を図-10に、汚染残留7区画におけるPCE濃度

経時変化を図-12に示す。 

PCE 汚染残留区画における濃度経時変化は、cis-1,2-DCE、TCE と同様の傾向を示し

ており、b-8、e-4、e-5を除きH24年10月時点で基準値を下回った。 

b-8は、2010 年 8月から 2012 年 4月まで基準値未満であったが、9月に基準値の

17倍まで再超過した。10月は5倍以内にまで減少しているため一過性のものとみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Benzene 

  H24 年 10 月の Benzene モニタリング結果を図-12 に、汚染残留 7 区画における

Benzene濃度経時変化を図-13に示す。 

Benzene汚染残留区画のうち汚染残留7区画では上下動はあるが濃度の顕著な低下傾

向は見られていない。 

b-8は、9月以降、5倍超過の状態にあり、若干、濃度の上昇傾向が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 Benzeneの平成24年10月モニタリング結果 

 

図-11 PCE濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

図-13  Benzene濃度の経時変化(汚染残留スポット7区画) 

 

 

図-10  PCEの平成24年10月モニタリング結果 

 

基準値超過区画：3区画 
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1.3 地下水位と物質濃度の関係  

H24 年 9 月の地下水位（管頭－ｍ）は、図-15 のとおり、渇水の影響により前月から 1

～1.4ｍ程度低下している。 

H24 年 9 月のモニタリング結果は、図-14 のとおり前月データと比較し、e-5 を除く 6

区画において、図-14のとおり、物質の濃度上昇（VOC11項目合計量mg/l）が見られてい

る。 

8月から10月のデータでは、地下水位の低下によって、物質濃度が上昇するという傾向

が見られる。 

 なお、H24.5土壌分析結果に示される比較的汚染濃度が高い層は、渇水期であっても地下

水位がGL-3～4ｍであるため、地下水位より下に位置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 汚染残留区画に対する今後の対応 

 汚染の残留は、e-4、e-5において見られる一方で、その他の区画では、Benzeneを除き

濃度の低減が見られている。 また、地下水位の変化により、9月に濃度が上昇した区画も

あったが、ほとんどの区画で10月に濃度が低減している。 

 地下水位の変化により、濃度変化の傾向が見られるため、汚染土壌の洗い出しを目的と

して、一時的に揚水を止め、水位を回復させた後、再度揚水を行なう方法（間欠運転）を

実施することを考えている。 

 また、比較的揚水量の多い c-4 で順調に濃度低下が進んだことから、地下水量を増加さ

せることを目的として、N地区のキャッピングシート（一部）の開放や既存井戸からの注水

についても実施を検討している。 
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図-14 各井戸VOC11項目合計量の経時変化 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

8月 9月 10月

B8

C4

D5

D6

E4

E5

F2

図-15 各井戸地下水位の経時変化 

 

図-16 C-4土壌分析結果 

 

図-17 d-4土壌分析結果 

 

標高
(m)

井
戸
構
造

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

1,2,-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾀﾝ

ｼｽ-
1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

444.2～444.0

443.2～443.0

442.2～442.0 ND ND ND ND ND ND

441.2～441.0 ND ND ND ND ND ND

440.2～440.0 ND ND ND ND ND ND

439.2～439.0 ND ND ND ND ND ND

438.2～438.0 ND ND ND ND ND ND

437.2～437.0 ND ND ND ND ND ND

436.2～436.0 0.006 0.005 0.019 0.030 0.028 0.035

435.2～435.0 ND ND 0.002 0.001 0.001 0.003

434.2～434.0 ND ND 0.013 0.017 0.017 0.017

433.2～433.0 ND ND 0.001 0.003 0.006 ND

432.2～432.0 ND ND ND ND ND ND

0.02mg/L 0.004mg/L 0.04mg/L 0.03mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L

c4 H24年5月

有
孔
管

無
孔
管

基準値

標高
(m)

井
戸
構
造

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

1,2,-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾀﾝ

ｼｽ-
1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

444.2～444.0

443.2～443.0

442.2～442.0

441.2～441.0 ND ND 0.001 ND ND ND

440.2～440.0 ND ND ND ND ND 0.001

439.2～439.0 ND ND 0.002 ND ND 0.006

438.2～438.0 0.003 0.003 0.038 0.022 0.028 0.021

437.2～437.0 0.013 0.007 0.10 0.04 0.05 0.04

436.2～436.0 ND ND 0.009 0.005 0.016 ND

435.2～435.0 0.001 ND 0.022 0.014 0.018 0.005

434.2～434.0 0.001 0.001 0.019 0.007 0.005 0.005

433.2～433.0 0.014 ND 0.007 0.002 0.001 0.003

432.2～432.0 ND ND 0.001 ND ND ND

0.02mg/L 0.004mg/L 0.04mg/L 0.03mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L基準値

無
孔
管

有
孔
管

d5 H24年5月

標高
(m)

井
戸
構
造

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

1,2,-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾀﾝ

ｼｽ-
1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

444.2～444.0 ND ND ND ND ND ND

443.2～443.0 ND ND ND ND ND ND

442.2～442.0 ND ND ND ND ND ND

441.2～441.0 ND ND 0.001 ND ND 0.002

440.2～440.0 ND ND 0.002 ND ND 0.004

439.2～439.0 0.001 ND 0.008 0.001 ND 0.007

438.2～438.0 0.004 ND 0.055 0.023 0.012 0.045

437.2～437.0 ND ND 0.004 0.001 0.001 ND

436.2～436.0 0.002 0.004 0.044 0.020 0.014 0.028

435.2～435.0

0.02mg/L 0.004mg/L 0.04mg/L 0.03mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L

H24年5月

基準値

無
孔
管

有
孔
管

d6

標高
(m)

井
戸
構
造

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

1,2,-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾀﾝ

ｼｽ-
1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

444.2～444.0

443.2～443.0 ND ND ND ND ND ND

442.2～442.0 ND ND ND ND ND ND

441.2～441.0 ND ND 0.003 ND ND ND

440.2～440.0 ND ND 0.004 ND ND 0.001

439.2～439.0 ND ND 0.005 ND ND 0.001

438.2～438.0 0.001 0.003 0.039 0.021 0.018 0.028

437.2～437.0 ND ND 0.01 0.003 0.002 ND

436.2～436.0 ND ND 0.003 0.001 0.001 ND

0.02mg/L 0.004mg/L 0.04mg/L 0.03mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L

e4 H24年5月

無
孔
管

基準値

有
孔
管

標高
(m)

井
戸
構
造

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

1,2,-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾀﾝ

ｼｽ-
1,2-ｼﾞｸ
ﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

444.2～444.0

443.2～443.0 ND ND ND ND ND ND

442.2～442.0 ND ND ND ND ND ND

441.2～441.0 ND ND 0.001 ND ND ND

440.2～440.0 ND ND 0.001 ND ND 0.001

439.2～439.0 ND ND 0.007 0.001 0.001 0.01

438.2～438.0 ND ND 0.007 ND ND 0.003

437.2～437.0 0.001 ND 0.028 0.017 0.024 0.014

436.2～436.0 ND ND ND ND ND ND

0.02mg/L 0.004mg/L 0.04mg/L 0.03mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L

H24年5月e5

基準値

無
孔
管

有
孔
管

図-18 d-6土壌分析結果 

 

図-20 e-5土壌分析結果 

 

土壌分析結果 

 

図-19 e-4土壌分析結果 
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Appendix.1  モニタリング結果 

 

B8 C4 D5 D6 E4 E5 F2 B8 C4 D5 D6 E4 E5 F2 B8 C4 D5 D6 E4 E5 F2

8月24日 8月24日 8月23日 8月23日 8月24日 8月24日 8月24日 9月28日 9月28日 9月27日 9月27日 9月28日 9月27日 9月28日 10月24日 10月25日 10月24日 10月25日 10月24日 10月24日 10月25日

水位(管頭－) m 3.50 2.88 2.87 2.83 4.11 2.84 7.10 3.59 3.93 4.20 4.05 5.28 4.08 8.20 2.72 2.83 3.01 2.87 4.48 3.11 7.41

pH 7.5 6.7 7.4 6.8 8.2 6.4 6.3 7.6 6.7 6.8 6.4 8.0 6.5 6.5 7.9 7.0 7.0 6.7 7.9 6.6 6.6

電気伝導率 mS/m 141 132 98 51 105 81 81 121 134 77 55 96 75 100 122 110 70 40 99 70 90

ORP mV 373 35 28 143 224 195 140 294 121 123 244 206 206 122 207 92 62 296 139 200 124

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L ND 0.015 0.021 0.007 0.014 0.007 0.004 0.002 0.010 0.020 0.50 0.030 0.005 0.006 ND 0.002 0.003 ND 0.021 0.010 0.002

四塩化炭素 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L ND 0.003 0.039 ND 0.007 0.003 ND 0.015 0.009 0.026 0.070 0.030 0.005 0.003 0.006 ND 0.008 ND 0.030 0.016 ND

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L ND 0.003 0.003 ND 0.005 ND ND 0.002 ND 0.010 0.019 0.014 0.002 ND ND ND ND ND 0.009 0.004 ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L ND 0.090 0.30 0.014 0.22 0.11 ND 0.030 0.040 0.50 0.90 0.30 0.080 0.030 0.030 0.030 0.030 0.011 0.20 0.15 0.030

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L ND 0.007 0.021 ND 0.020 0.01 ND 0.013 0.003 0.021 0.060 0.020 0.006 0.005 0.003 ND 0.003 ND 0.027 0.012 0.003

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.009 ND ND ND ND ND ND ND ND

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L ND 0.090 0.060 0.006 0.10 0.030 0.001 0.020 0.033 0.18 0.50 0.27 0.040 0.030 0.017 0.011 ND 0.009 0.16 0.070 0.030

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L ND 0.050 0.020 0.007 0.030 0.070 0.005 0.17 0.017 0.14 0.50 0.10 0.040 0.025 0.030 0.003 ND 0.006 0.080 0.13 0.006

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ベンゼン mg/L 0.035 0.23 0.34 0.003 0.27 0.076 0.003 0.15 0.13 0.11 0.60 0.33 0.070 0.020 0.13 0.029 0.060 0.005 0.19 0.11 0.012

8 - 10月 分析結果一覧表   
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Ⅰ．対策方針と進捗状況 

対策方針 進捗状況（11月頭） 

Ｂ地区 

汚染土壌（重金属）：掘削除去（場外搬出） 

    （ＶＯＣ）：生石灰混合処理 

汚染地下水    ：揚水（立坑による釜場揚水） 

           ＋場内整形（湛水） 

浄化完了 

Ｄ地区 

汚染土壌（重金属）：掘削除去（場外搬出） 

 （ＶＯＣ高濃度）：掘削除去（場外搬出） 

 （ＶＯＣ低濃度）：生石灰混合処理 

 （高濃度周辺部）：バイオレメディエーション 

汚染地下水    ：揚水（立坑による釜場揚水） 

汚染地下水：揚水中（揚水井戸） 

部分完了確認調査実施 

Ｆ地区 
浅層汚染部：掘削除去（生石灰混合処理・場外搬出） 

深層汚染部：機械攪拌によるフェントン工 
浄化完了 

Ｇ地区 
（先行） 飽和帯 ：バイオレメディエーション 

（後施工）不飽和帯：生石灰混合処理 
完了確認調査完了 

Ｊ地区 汚染地下水    ：バイオレメディエーション 
浄化完了 

追加対策 ：深礎工による掘削除去（水銀汚染土） 

Ｋ地区 
汚染土壌 ：掘削除去（生石灰混合処理） 

汚染地下水：循環揚水工による揚水中 

汚染地下水：循環揚水工による揚水中 

部分完了確認調査実施 

Ｏ地区 
（先行） 汚染地下水 ：バイオレメディエーション 

（後施工）ＮＯ隣接区画：機械攪拌によるフェントン工 
完了確認調査完了 

1 

 B地区、F地区、J地区では、浄化作業が完了した。 

 G地区、O地区では、完了確認調査を完了し、分析確認中となっている。 

 モニタリング中のD地区、K地区では、一部作業継続中ではあるが、地区の大部分が基準値未満となっていることから、部分完了確認調査を実施し、
要対策範囲をさらに絞り込むこととしている。 



2 

図 － 現場平面図（施工状況） 



（１）浄化完了 

 全ての対策を完了している。 

3 

１．B地区 

Ⅱ．地区別施工状況 

B地区現況（完了全景） 

（１）浄化完了 

 全ての対策を完了している。 

２．F地区 

F地区現況（完了全景） 



（１）浄化完了 

 当初範囲については、全ての対策を完了している。 

4 

３．J地区 

J地区現況（完了全景） 

（２）追加対策 

 当初対策範囲外で発見された水銀汚染土壌について、
深礎工を用いた掘削除去を行っている。 

深礎工（水銀汚染土） 



（１）地下水分析結果 

5 

 9月上旬に行った定期管理の地下水分析において、全ての物質が基準値以下となった。 

 （掘削除去によるモニタ不能、渇水によるモニタ不能となった区画を含む） 

・定期管理 

H24年9月上旬 

H23年11月中旬 

（H22年3月） 

４．G地区 



6 

 浄化措置の完了を確認するため、完了確認分析を実施した。 

 調査実施位置は原則として30m格子区画の中心区画として地下水の採取を行い、G地区の完了確認分析実施区画数は4区画となった。 

（２）完了確認分析 

G地区現況 



7 

（１）地下水分析結果 

 10月中旬に行った定期管理の地下水分析において、全ての物質が基準値以下となった。 

・定期管理 

H24年10月中旬 

H23年9月上旬 

（H22年3月） 

５．O地区 



8 

 浄化措置の完了を確認するため、完了確認分析を実施した。 

 調査実施位置は原則として30m格子区画の中心区画として地下水の採取を行い、O地区の完了確認分析実施区画数は5区画となった。 

（２）完了確認分析 

O地区現況 



（１）施工状況 

 掘削作業は全て完了し、釜場揚水も概ね完了した。 

 汚染の残る４-⑦-ス区画については掘削+フェントンによる重点対策を検討している。 

 ６-⑥-カ立坑釜場については敷地外の影響と推測されるため、立坑を撤去した後、揚水井戸に置換えて対策継続を図る。 

9 

２．D地区 

D地区施工状況 

敷
地
外 

掘削+フェントン 

揚水井戸 
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（２）地下水分析結果（釜場揚水） 

 D地区揚水釜場の水質分析結果は以下の通りである。 

 VOC汚染範囲の揚水釜場では、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレンの基準値超過を確認している。 

なお、9月末までの総揚水量は9,840tとなった。 



（３）地下水分析結果（バイオレメディエーション） 

11 

 D地区のバイオレメディエーション実施区画は5区画であり、その区画における地下水分析結果は以下の通りである。 

 定期管理の地下水分析における当現場の代表的な汚染物質では、ジクロロメタン、テトラクロロエチレンの基準超過区画がなくなり、
1区画でベンゼンが基準値を超過している。 

 これによってD地区バイオレメディエーション実施区画の汚染区画数は、5区画から1区画に減少した。 

・定期管理 

H24年1月上旬 

H24年10月中旬 

（H23年3月） 



（４）重点対策 

12 

・４－⑦－ウ 

 釜場立坑の取水調査により、汚染方向を4-⑦-スと特定。 

 バイオモニタ汚染残留区画と同一であり、特定区画重点対策として、地下水位面までの掘削+フェントン法を行う。 

４－⑦－ス 

重点対策範囲（フェントン法） 

汚染地下水 

釜場立坑取水調査 



13 

・６－⑥－カ 

 釜場立坑の取水調査により、汚染方向を執行範囲外（民地）と特定。 

 砕石による透水誘導層設置のうえ、揚水井戸にて継続対策を行う。 

釜場立坑取水調査 

汚染地下水 

汚染地下水 

重点対策範囲（透水誘導層+揚水井戸） 

揚水井戸 

揚水井戸 



（１）施工状況 

 揚水井戸・注入井戸を設置し、循環揚水工にてVOC汚染地下水の浄化対策を行っている。 

 現在はモニタリングにより汚染の残っている範囲を重点的に対策している。日揚水量は5ｔ程度となっている。 

14 

６．K地区 

K地区施工状況 



（２）地下水分析結果（循環揚水工） 

15 

 定期管理の地下水分析における当現場の代表的な汚染物質では、ジクロロメタン、テトラクロロエチレンの基準超過区画がなくなり、
ベンゼンの基準超過区画が19区画から4区画へ減少した。 

 これによってK地区汚染区画数は、19区画から4区画に減少した。 

H24年10月中旬 

H24年6月上旬 

（H23年11月） 
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 ベンゼンの現場分析値を示す。 

 初期値では基準値の10倍超の区画もあったが、10月中旬現在では4-⑪-クの2.7倍を最高とし、4区画で基準値超過となっている。 



17 

１．水処理設備 

（１）県境域水処理設備 

 県境域水処理設備処理水の現場分析結果は以下のとおりである。 測定値は安定して、基準値や現場管理値以下ないし NDとなっている。 

Ⅲ．設備運転管理 



18 

 濁水・揚水水処理設備の現場分析結果は以下のとおりである。 測定値は安定して、基準値や現場管理値以下ないし NDとなっている。 

濁水・揚水水処理設備は10月中旬をもって運転を終了し、解体撤去を行った。 

（２）濁水・揚水水処理設備 



Ⅳ．今後のスケジュール 

対策方針 施工予定 

Ｂ地区 

汚染土壌（重金属）：掘削除去（場外搬出） 

    （ＶＯＣ）：生石灰混合処理 

汚染地下水    ：揚水（立坑による釜場揚水） 

           ＋場内整形（湛水） 

浄化完了 

Ｄ地区 

汚染土壌（重金属）：掘削除去（場外搬出） 

 （ＶＯＣ高濃度）：掘削除去（場外搬出） 

 （ＶＯＣ低濃度）：生石灰混合処理 

 （高濃度周辺部）：バイオレメディエーション 

汚染地下水    ：揚水（立坑による釜場揚水） 

浄化完了（部分範囲） 

汚染地下水：掘削+フェントン工（残範囲） 

Ｆ地区 
浅層汚染部：掘削除去（生石灰混合処理・場外搬出） 

深層汚染部：機械攪拌によるフェントン工 
浄化完了 

Ｇ地区 
（先行） 飽和帯 ：バイオレメディエーション 

（後施工）不飽和帯：生石灰混合処理 
浄化完了 

Ｊ地区 汚染地下水    ：バイオレメディエーション 浄化完了 

Ｋ地区 
汚染土壌 ：掘削除去（生石灰混合処理） 

汚染地下水：循環揚水工による揚水中 

浄化完了（部分範囲） 

汚染地下水：循環揚水工を継続（残範囲のみ） 

Ｏ地区 
（先行）汚染地下水 ：バイオレメディエーション 

（後施工）NO隣接区画：機械攪拌によるフェントン工 
浄化完了 

19 

 今後の施工予定は以下の通りである。 

 施工中箇所においても部分完了確認を実施して対策継続範囲を最小化し、効率的な対策を行っていく。 

１．地区ごとの施工予定 
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２．工事工程表 

（１）準備工～Ｄ地区 
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（２）Ｆ地区～Ｏ地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県 岩手 県 

青森県鉛直遮水 壁 

  

  

  
  

  

  

  
 

  

岩手 県 土留工 （既設鋼矢板） 

：基準超過井戸 

県境 
イ-12A 

2-③-シ 

1-⑤-ウ 

H15-1 ｱ-25-2 

 県境部における汚染地下水の流出防止対策について 

 

1 1,4-ジオキサン浄化対策施工計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

A地区‐D地区拡大図 

資料№3 



2 汚染拡散防止工の検討 

（参考）平成 18年 3月岩手・青森県境「土留工・汚染拡散防止工」詳細調査設計業務委託（応用地質株式会社） 

（１）汚染拡散防止工の種類の検討 

   汚染拡散防止工については、止水を目的とすることから、 

   ・施工が比較的容易で、鋼管矢板、地中連続工法に比べ工賃が安い。 

   ・遮水性が高い。 

   ・鋼矢板は引き抜いて繰り返し使用が可能 

   以上の理由により、止水効果があり経済的に安価な「鋼矢板壁」を採用。 

 

 

 

 

（２）鋼矢板打込み施工法の検討 

「平成 17年度国土交通省土木工事標準積算基準（共通編）」Ⅱ‐5‐⑦‐１に基づき、 

 ・周辺に民家がなく騒音・振動対策不要 

 ・N値は、最大で 20程度 

 以上の理由により、「電動式・普通型バイブロハンマ」を採用。 

    バイブロハンマ工法：振動式杭打機で強制振動を杭や鋼矢板に伝達することにより、先端の抵抗及び摩擦抵抗を

急速かつ一時的に低減させ、打ち込む方法 

（３）鋼矢板打込み（根入れ）深度の検討 

  ア 既設鋼矢板の基本条件 

   ①県境部北側「土留工」  

 目的：廃棄物撤去時の崩落防止 

    深度設定：背面地盤（青森県側）の物性、地下水位を基に設定。    

   ②県境部南側「汚染拡散防止工」 

    目的：Ｎ地区汚染地下水の拡散防止 

    深度設定：「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領」鉛直遮水工の設計・施工編の基準 

・根入れ長は 5mの浸透路長を確保できるように設置する。部材厚さを無視し 2.5mとする。 

・地山の透水係数 1×10-5cm/s以下により、決定する。 

          

                  Ｄ≧ｈ１＋ｈ２＋ｂ（浸透路長） 

                  部材厚さを無視できるので、 

                  Ｄ＝ｈ１＋ｈ２≧５ｍ 

                  ｈ１＝ｈ２であるため 2.5ｍ 

 

浸透路長説明図 



 

 

 

 

 

 

鋼矢板工法の基本構造例 

  

  イ 新設鋼矢板への条件適用 

    県境部南側の鋼矢板は、「土留め工・汚染拡散防止工配置基本計画図」（4ｐ）のとおり、境‐ 

１４の地点で地山の透水係数 1×10-5cm/s 以下の層（パミス層）を起点に鋼矢板を 2.5ｍ貫入し

ている。 

    県境北部においては、H15－2 の地点でみると、ローム層（af1）が標高 447～454ｍにあり、

1.36×10-5cm/sの透水係数で不透水性地層の基準を満たしているが、地下水位が 448ｍと低位に

あることから、既設鋼矢板の条件を新設鋼矢板に適用した場合、標高 447ｍ以下の強風化岩（Tb）

において 2.5ｍ貫入させることが考えられる。 

    なお、強風化岩（Tb）の透水係数は、9.10×10-6cm/sである。 

    H15－2 のさらに北側に位置する H15－1 においても標高 447ｍ付近から下に強風化岩（Tb）の

層があることから、新設鋼矢板の深度の基準は、同層とすることが考えられる。 
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